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（参考）検討事項（第１回現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会資料４－３
より抜粋）

（１）消費者の多様な脆弱性への対応として必要な規律
・事業者による消費者の多様な脆弱性への配慮を促進する仕組み
・多様な脆弱性による影響を踏まえた契約の拘束力から消費者を解放する仕組み
・取引当事者である消費者に依拠する者の生活の維持を困難にすることを回避する仕組み

（２）消費者契約の各過程に関する必要な規律
・継続的な契約における締結から終了までの各過程で必要な一般的規律
・消費者が事業者に対して自己の情報、時間、アテンションを提供する取引に関する規律

（３）ハードローの下でソフトローを活用することにより民間主体の専門性・現場力をいかし、予見可能性
を確保しつつ柔軟な内容や適用・紛争の解決を可能とする仕組み
・ハードロー（法律）をソフトローにより具体化する仕組み
・ソフトローの正当性を担保する仕組み

（４）「解約料」の実態を踏まえた実効的な仕組み
・「平均的な損害」では捉えられない損失補填以外の目的で設定される「解約料」の存在への対応
・手続面の問題を「解約料」の正当性の判断において考慮する仕組み
・「解約料」に関する情報提供を促進する仕組み

（５）横断的な検討事項
・法目的の在り方
・「消費者」概念・定義規定の在り方
・各規律を導入した場合の実効性を確保するための仕組み
・行為規範・契約内容規範に正当化のための要素を組み合わせる仕組み
・消費者団体訴訟制度（差止請求）の発展可能性
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今回のテーマ
第１回検討会では検討事項（４）として「『解約料』の実態を踏まえた実効的な仕組み」が確認された。（４）における３
つの点は、「解約料の実態に関する研究会 議論の整理」において、「解約料」の実態を踏まえた望ましいルールの在り方に関
する視点として提示されたものであるところ、これらの視点を踏まえて後述の検討事項のとおり整理した。



○ 消費者契約法（※）

（消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等）
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項にお
いて設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的
な損害の額を超えるもの 当該超える部分

二 ［略］
２ 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の

支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠（第十二条の
四において「算定根拠」という。）の概要を説明するよう努めなければならない。

（損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請等）
第十二条の四 適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算し

た額が第九条第一項第一号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところ
により、当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。

２ 事業者は、前項の算定根拠に営業秘密（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第六項に規定する営業秘密をいう。）
が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

（※）第９条第２項及び第12条の４は、令和４年常会改正時に追加された。

【御参考】附帯決議（抜粋）
《令和４年通常国会（第208回）「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を

改正する法律案」法案審議時》

〇衆議院消費者問題に関する特別委員会（令和４年４月19日）
一～二 ［略］
三 一の検討の際には、「平均的な損害」の額に係る立証責任の転換を含め、消費者契約に関する検討会の報告書において将来の検討課題

とされた事項等について引き続き検討すること。
四～十四 ［略］

〇参議院消費者問題に関する特別委員会（令和４年５月20日）
一～二 ［略］
三 一の検討の際には、消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場

合における消費者の取消権（いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権）の創設について検討するとともに、「平均的な損害」の額に係る立証
責任の転換を含め、消費者契約に関する検討会の報告書において将来の検討課題とされた事項等について引き続き検討すること。

四～十四 ［略］

3

参考条文等



4

基本的な考え方
○消費者契約法第９条第１項第１号は、契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し又は違
約金を定める条項につき、当該消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき「平均的な
損害」の額を超える部分を無効としている。この規定に対しては、①どのような場合に「平均的
な損害」の額を超えると考えるべきか、解釈が明らかではない、②消費者及び適格消費者団
体が「平均的な損害」の額を立証することは難しい、③「平均的な損害」の額との関係のみで
解約料を規律することはビジネスの実態に合わない、と指摘されてきた 。

○ 「解約料」 （※）の実態について、
 事業者が「解約料」を設定する目的として、「損失補填」のほかに、「価格差別（多様な価
格プランの提示）」、「解約抑止」、「売上安定化」などがあり、

 「解約料」に関する情報提供の有無や消費者の印象に影響を与える情報提供のタイミン
グ・態様といった「解約料」についての情報提供の在り方が、「解約料」の支払に対する消費
者の不満度に大きく影響する

と考えられる。
（※）第９条第１項第１号に定める「消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に係る金銭等に加え、

消費者契約の解除に関連して消費者が実質的に負う経済的負担（支払済みの金銭等の返還を求めないこと、消費者契約の解除を
認めないこと、解約の手続に必要な手数料など）についても、本資料では「解約料」に含める。

○ 「解約料」の実態を踏まえた望ましいルールの在り方を検討するに当たり、
 損失補填以外の目的で設定される「解約料」の存在に対応すること
 手続面の問題を「解約料」の正当性の判断において考慮すること
 「解約料」に関する情報提供の在り方を検討すること
の視点を考慮する必要がある。
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従来の枠組みの課題
○第９条第１項第１号は、消費者契約法の制定時（平成12年）において、事業者が消費
者契約の解除等に伴い高額な損害賠償等を請求することを予定し、消費者に不当な金銭的
負担を強いるケースに対処するために、解約によって事業者に生じる損失を補填する目的で事
業者が「解約料」を設定することを念頭に、「平均的な損害」の額との関係で「解約料」を規律
することとしたものである。

○ しかし、現代社会の取引実態としては、事業者が「損失補填以外の目的」で「解約料」を設定
する場合があり、「消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条
項」に該当するものとしても「損失補填以外の目的」のものが存在するものと考えられる。

○ また、第９条第１項第１号の「平均的な損害」の額は事業者に固有の事情であり、消費者
及び適格消費者団体が情報を把握することが難しいと考えられる。他方で、実態としては「解
約料」には「損失補填以外の目的」のものがある中で、事業者側としても「平均的な損害」の
額との関係でのみ「解約料」の合理性を説明することが難しいということがあるものと考えられる。

○ そのような状況の中で、消費者契約法上の規律としては「損失補填の目的」の場合を念頭に
置いた「平均的な損害」の額を超えるかどうかを基準とした規律のみであるため、第９条第１項
第１号の適用において困難が生じ、かえって「損失補填の目的」の場合に十分な規律を及ぼ
すことを阻むことにもなっていると考えられる。
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検討の方向性
○「解約料」が様々な目的で設定され得るものであることに対応するため、「損失補填の目的」の
場合と「損失補填以外の目的」の場合とを自覚的に区別し、各特性に応じた実効的な規律を
検討することが考えられるのではないか。

○具体的には、 「損失補填以外の目的」の場合に対応する規律を新たに設けることで「損失補
填の目的」の場合との関係を整理し、「損失補填の目的」の場合について「平均的な損害」の
額を基準とする規律の実効性を高める方策を検討することが考えられるのではないか。

○その際に、事業者の消費者に対する「解約料」に係る情報提供が適時適切に実施されるよう
促進する仕組みについても検討することが考えられるのではないか。

○「解約料」についての規律の実効性を確保するために、ハードローの下でソフトローを活用する可
能性について検討することが考えられるのではないか。
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検討事項（１/２）
「解約料」の実態を踏まえた実効的な仕組みの在り方について、どのように考えるべきか。
（例）
・「損失補填以外の目的」の「解約料」について一定の規律を設け、「損失補填の

目的」の「解約料」について「平均的な損害」の額を基準とする規律の実効性を
高めることが考えられるか。

・上記の「損失補填以外の目的」の「解約料」についての一定の規律としてどのよ
うなものが考えられるか。その場合に対象となる「損失補填以外の目的」の「解
約料」をどのように画することが考えられるか。
（例えば、不当性が認められる場合には「解約料」条項を無効とすることが考えられるか。また、正当性
が認められる場合には「損失補填の目的」の「解約料」に係る「平均的な損害」の額を基準とする規律
の対象とならないものとすることが考えられるか。正当性が認められる/認められない「損失補填以外の
目的」の「解約料」としてどのようなものが考えられるか。）

・上記の「損失補填の目的」の「解約料」について「平均的な損害」の額を基準と
する規律の実効性を高める方策として、どのようなものが考えられるか。
（例えば、「平均的な損害」の額を超えない限りにおいて「解約料」を請求できることとする、あるいは、
事業者において第９条第１項第１号の条項について合算した額が同号に定める当該消費者契約と同種の
消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えないことについて合理的な説明
がなされない限り当該額を超えるものとみなすことが考えられるか。）

・「損失補填の目的」と「損失補填以外の目的」が併存する「解約料」の規律につ
いては、どのように考えられるか。
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検討事項（２/２）
・事業者の消費者に対する「解約料」に係る情報提供を促進する仕組みとしてどの

ようなものが考えられるか。
（例えば、「損失補填の目的」の場合とそれ以外の場合とで、情報提供の必要性、情報提供を行うタイミ
ング、提供する情報の内容は異なると考えられるか。）

・「解約料」についての規律の実効性を確保するためのソフトローの活用可能性に
ついてどのように考えるべきか。
（例えば、事業者による合理的な説明等についての具体的な行動指針を、行政が策定し、あるいは正当性
を担保しつつ事業者あるいは事業者団体を含む民間主体が参画しながら策定する仕組みを設けることが
考えられるか。）



参 考
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令和６年１月消費者庁「キャンセル料に関する消費
者の意識調査」 報告書 より抜粋
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令和６年１月消費者庁「キャンセル料に関する消費
者の意識調査」 報告書 より抜粋
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令和６年１月消費者庁「キャンセル料に関する消費
者の意識調査」 報告書 より抜粋
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令和６年１月消費者庁「キャンセル料に関する消費
者の意識調査」 報告書 より抜粋
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令和６年１月消費者庁「キャンセル料に関する消費
者の意識調査」 報告書 より抜粋
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消費者庁 第２回解約料の実態に関する研究会
有賀委員提出資料「キャンセル料に関する消費者の
意識調査」より抜粋
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消費者庁 第２回解約料の実態に関する研究会
有賀委員提出資料「キャンセル料に関する消費者の
意識調査」より抜粋
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消費者庁 第２回解約料の実態に関する研究会
有賀委員提出資料「キャンセル料に関する消費者の
意識調査」より抜粋
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消費者庁 第２回解約料の実態に関する研究会
有賀委員提出資料「キャンセル料に関する消費者の
意識調査」より抜粋
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消費者庁 第２回解約料の実態に関する研究会
有賀委員提出資料「キャンセル料に関する消費者の
意識調査」より抜粋
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消費者庁 第２回解約料の実態に関する研究会
有賀委員提出資料「キャンセル料に関する消費者の
意識調査」より抜粋
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消費者庁 解約料の実態に関する研究会 議論の
整理 概要
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消費者庁 解約料の実態に関する研究会 議論の
整理 概要



（１）消費者を取り巻く環境
○解約料に関するトラブル
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「解約料」に関する消費生活相談件数の推移
（件）

（年度）

41,659
39,102

35,507 34,471

39,248 37,699

31,114 31,513 31,992
34,941

• 直近10年間における「解約料」に関する消費生活相談件数は、３万件を超える水準で
推移している。

（備考）
１．全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）に登録された消費生活相談情報（2025年11月４日までの登録分）。
２．「解約料」という内容キーワードが含まれている相談件数。

第１回現代社会における消費者取引の在り方を踏
まえた消費者契約法検討会資料４－２より抜粋



（１）消費者を取り巻く環境
○解約料に関するトラブルの主な商品・サービス
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• 「解約料」に関する消費生活相談では、継続的な契約を結ぶ商品・サービスや高額な商品・
サービスで、高額な解約料を請求されたことなどによる相談が多くみられる。

「解約料」に関する消費生活相談の商品・サービス別件数上位20位（2024年度）

（備考）
１．PIO-NETに登録された2024年度の消費生活相談（2025年11月４日までの登録分）
２．「商品・サービス」はPIO-NETに登録された商品サービスキーワード。「具体例」はその商品キーワードの分類内に含まれる主な商品・サービスの一例。

順位 商品・サービス 具体例 件数 割合
1 化粧クリーム 化粧クリーム 2,038 5.8%
2 他の健康食品 ダイエット・サプリメントの定期購入、など 1,897 5.4%
3 賃貸アパート 賃貸アパート 1,838 5.3%
4 光ファイバー 光通信回線 1,662 4.8%
5 役務その他サービス パソコンのサポート、副業サポート、退職代行、など 1,177 3.4%
6 医療サービス 美容医療 1,063 3.0%
7 普通・小型自動車 自動車の販売・買取 1,029 2.9%
8 ファウンデーション ファウンデーション 885 2.5%
9 乳液 乳液 856 2.4%

10 ミネラルウォーター 水の定期購入 753 2.2%
11 電気 電気 712 2.0%
12 スポーツ・健康教室 スポーツ教室、ヨガ教室等 693 2.0%
13 ホテル・旅館 予約サイトを利用したホテル・旅館等の予約 603 1.7%
14 モバイルデータ通信 モバイルWi-Fi通信 518 1.5%
15 他の内職・副業 チラシ配り、アフィリエイト、転売、など 463 1.3%
16 脱毛エステ 脱毛エステ 449 1.3%
17 インターネット接続回線（全般） インターネットの通信回線 373 1.1%
18 携帯電話サービス 携帯電話サービス等 368 1.1%
19 修理サービス ガス機器調整・部品交換、電気製品の修理、 345 1.0%
19 他のネット接続回線 据置型Wi-Fi通信 345 1.0%

第１回現代社会における消費者取引の在り方を踏
まえた消費者契約法検討会資料４－２より抜粋


